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市 政 ニ ュ ー ス

身
体
障
害
者

タ
ク
シ
ー
等
利
用
料
金
助
成

　

身
体
に
重
度
の
障
が
い
が
あ

る
方
の
日
常
生
活
の
利
便
を
図

る
た
め
、
タ
ク
シ
ー
料
金
の
一

部
を
助
成
し
ま
す
。

●�

内
容
＝
利
用
券
１
枚
に
つ

き
、
タ
ク
シ
ー
な
ど
の
小
型

車
初
乗
り
料
金
分
を
助
成
し

ま
す
。
た
だ
し
利
用
券
の
使

用
は
１
回
乗
車
に
つ
き
１
枚

で
す
。

●�

交
付
方
法
＝
１
人
に
つ
き
年

度
あ
た
り
24
枚
を
交
付

＊�

上
半
期
（
４
～
９
月
分
）
を

期
間
内
に
12
枚
、
下
半
期

（
10
月
～
翌
年
３
月
分
）
を

期
間
内
に
12
枚
交
付

＊�

助
成
対
象
条
件
の
詳
細
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

障
害
者
住
宅
改
造

助
成
事
業

　

在
宅
の
障
が
い
者
（
児
）（
手

帳
の
等
級
制
限
あ
り
）
の
い
る

世
帯
に
対
し
、
そ
の
住
宅
を
居

住
に
適
す
る
よ
う
改
造
す
る
た

め
に
要
す
る
費
用
を
助
成
し
、

自
立
し
た
生
活
の
維
持
・
促
進

お
よ
び
介
護
者
の
負
担
軽
減
を

図
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
新
築
や
家
屋
の
基

本
的
構
造
を
変
え
る
よ
う
な
大

規
模
な
内
容
の
場
合
は
助
成
の

対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
老
朽
化
に
伴
う
修
理

や
修
繕
が
目
的
の
事
業
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

●�

内
容
＝
居
住
家
屋
で
既
存
の

浴
室
・
便
所
・
玄
関
・
台
所
・

廊
下
な
ど
に
つ
い
て
、
対
象

者
の
負
担
軽
減
に
必
要
と
認

め
ら
れ
る
部
分
。

＊�

上
限
は
50
万
円
（
介
護
保
険

法
に
よ
る
住
宅
改
修
対
象
者

に
つ
い
て
は
上
限
30
万
円
）

で
す
が
、
生
計
中
心
者
の
所

得
状
況
に
よ
り
全
額
助
成

と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

障
が
い
者
へ
の
補
助
制
度
を
ご
活
用
く
だ
さ
い

■
障
が
い
者
を
支
援
す
る
た
め
の
各
種
制
度
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
ぜ
ひ
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

重
度
心
身
障
害
者
介
護
手
当

　

一
定
の
条
件
を
満
た
す
65
歳

未
満
の
重
度
心
身
障
が
い
者
と

同
居
す
る
家
族
で
、
こ
の
方
を

介
護
す
る
方
を
対
象
に
月
額

５
，
０
０
０
円
（
半
年
に
１
回

支
給
）
の
介
護
手
当
を
支
給
し

ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

未
就
学
児
こ
と
ば
の
教
室

　

こ
と
ば
の
発
達
の
た
め
の
訓

練
指
導
教
室
を
開
催
し
て
い
ま

す
。

　

対
象
は
、
原
則
的
に
市
内
に

居
住
す
る
未
就
学
児
で
、
こ
と

ば
の
発
達
に
遅
れ
が
あ
る
、
正

し
い
発
音
が
で
き
な
い
な
ど
、

こ
と
ば
に
関
す
る
こ
と
で
心
配

事
の
あ
る
児
童
で
す
。

●
日
時
＝
原
則
、
毎
週
水
曜
日

＊
た
だ
し
祝
日
を
除
く
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平
成
24
年
度
串
間
市
職
員
採

用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し

ま
す
。

【
欠
格
事
項
】

次
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
一
つ

に
該
当
す
る
者
は
、
受
験
で
き

ま
せ
ん
。

①
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者

②�

成
年
被
後
見
人
ま
た
は
被
保

佐
人

③�

禁
固
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、

そ
の
執
行
が
終
わ
る
ま
で
ま

た
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ

と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

④�

串
間
市
職
員
と
し
て
懲
戒
免

職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処

分
の
日
か
ら
２
年
を
経
過
し

な
い
者

⑤�

日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後

に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法
ま

た
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政

府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と

を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の

団
体
を
結
成
し
、
ま
た
は
こ

れ
に
加
入
し
た
者

【
受
験
の
手
続
き
】

申
込
書
は
、
串
間
市
役
所
総

務
課
職
員
係
で
交
付
す
る
ほ
か
、

串
間
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

平
成
24
年
度

串
間
市
職
員
採
用
試
験
を
実
施
し
ま
す

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
申
込
書
を
郵
送
で
請
求

す
る
場
合
は
、封
筒
の
表
に「
採

用
試
験
申
込
書
請
求
」
と
朱
書

き
し
、
１
４
０
円
分
の
切
手
を

貼
っ
た
返
信
用
封
筒
（
Ａ
４
版

が
入
る
大
き
さ
）
を
必
ず
同
封

し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
込
受
付
】

�

●
申
込
期
限
＝
９
月
14
日（
金
）

午
後
５
時
15
分
必
着

＊�

時
間
は
、
平
日
（
月
〜
金
）

の
午
前
８
時
半
〜
午
後
５
時

15
分
ま
で
（
祝
日
は
除
く
）。

【
試
験
日
】

●
一
次
試
験
＝
10
月
14
日（
日
）

●
二
次
試
験
＝
11
月
中
旬

■�

あ
な
た
の
力
を
串
間
市
に

●採用試験の種類・採用予定人員および受験資格
　試験は次の職種のうち、いずれか一つを受験することができます。なお、受付締切後の変更はできません。

※資格、免許等を必要とする試験については、取得できない場合は採用になりません。

種　　類 職　　種 採用予定人員 受　験　資　格

上級試験 一般事務 ３名程度 昭和58年4月2日から平成3年4月1日までに生まれた者

初級試験 一般事務 2名程度
昭和62年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた者。ただし、
学校教育法に基づく大学（短期大学は除く。）又はこれと同等と
認める大学校等を卒業又は卒業見込の者は受験できません。

社会人経験者
試験 一般事務 １名程度

・昭和52年4月2日以降に生まれた者で、平成24年7月末日現在、
会社員・自営業者等として1年以上の継続した期間にわたり、週
30時間以上勤務の職務経験が通算5年以上の者
・アルバイト、パートタイマー、公務員の職務経験も上記条件に
合えば通算できます。
・同時期に複数の事業に従事していた場合は、いずれか一方の従
事期間のみを通算します。
・休業期間(1 ヶ月以上の休業期間が該当。出産休暇は除く)は職
務経験に含めることはできません。
・在職証明は、最終合格時に提出し、履歴に虚偽があったり、証
明ができない場合は合格を取り消します。 

上級試験 土木技師 １名程度 昭和58年4月2日から平成3年4月1日までに生まれた者

初級試験 消防士 １名程度

昭和６２年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた者で
下記の要件を満たす者
　⑴ 両眼とも視力１．０以上（矯正視力を含む）で色覚が正常で

あること
　⑵聴力が完全な者

選考試験 薬剤師 １名程度
昭和47年4月2日以降に生まれた者で薬剤師の免許を有する者
又は国家試験（平成24年度実施）に合格し、免許を取得見込み
の者

●問い合わせ先＝福祉保健課自立支援係��☎７２−０３３３（内線５１１）

●問い合わせ先＝〒８８８−８５５５（住所不要）串間市役所総務課職員係
☎０９８７−72−１１１１内線（３１２・３１３）

ホームページアドレス��http://www.city.kushima.lg.jp
各制度の詳細は…

詳細については実施要領を参照してください。

●�

場
所
＝
串
間
市
総
合
保
健
福

祉
セ
ン
タ
ー

●
指
導
時
間
＝
１
回
40
分

＊�

開
始
時
刻
は
調
整
に
よ
り
決

定
。

宮
崎
県
お
も
い
や
り

駐
車
場
制
度

　

障
が
い
の
あ
る
方
や
高
齢
の

方
、
妊
産
婦
な
ど
歩
行
が
困
難

と
認
め
ら
れ
る
方
に
対
し
て
、

「
お
も
い
や
り
駐
車
場
利
用
証
」

を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
利
用
証
を
利
用
し
、
提

携
し
た
商
業
施
設
、
病
院
、
銀

行
、
官
公
庁
な
ど
公
共
的
施
設

で
優
先
し
て
駐
車
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

●�

対
象
者
＝
各
種
障
が
い
者
手

帳
所
持
者
、
高
齢
者
、
難
病

患
者
、
妊
産
婦
、
け
が
に
よ

り
杖
な
ど
を
使
用
す
る
方
。

＊�
た
だ
し
、
手
帳
の
等
級
や
介

護
保
険
の
要
介
護
度
な

ど
の
交
付
基
準
が
あ
り

ま
す
の
で
、
詳
細
に
つ

い
て
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。


